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２７ 医療保険制度の安定的な運営 
 

〔現況及び施策の方向〕 

本県の国民健康保険事業は、県及び 23 市町並びに３組合の 26 保険者によって運営され、令和２年度

末現在では県人口の 19.8％にあたる約 54 万 7 千人が加入しており、地域住民の健康の増進に大きく貢

献している。（平成 20 年４月から 75 歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度が開始されている。） 

国民健康保険事業の実施に当たっては、保険料（税）の収納促進、診療報酬明細書等点検調査の充実

による給付の適正化及び保健事業の推進に努め、国民健康保険制度の安定的な運営を図ることが必要で

ある。 

 

〔事業の内容〕 

１ 国民健康保険事業 

他の医療保険と比較して、高齢者や低所得者の構成割合が高く、経済状況の影響も受けやすい、ぜい弱

な財政基盤に加え、多様化・高度化する医療需要の増大等もあり、保険財政は厳しいものとなっている。 

各保険者は、国庫補助金、県による助成及び保険料（税）の適正賦課等によって、国民健康保険事業の

安定化に努めている。（昭和 33年度創設） 
 

第１表 国民健康保険被保険者数等 
                                （単位 人、円、％） 

区  分 
国民健康保険 
被保険者数       
（年度末現在） 

１ 人 当 た り 
医  療  費 

 保 険 料 （税） 
収  納  率 

令 和 ３ 年 度 547,357    410,946 95.05 
令 和 ２ 年 度 565,800   395,709 94.62 
令 和 元 年 度 577,027   402,631 94.27 

（注）1人当たり医療費について、市町分は 3月～2月診療分により、組合分は 4月～3月診療分により算出している。 
        

第２表 国保事業決算の状況 
                                             （単位 千円、団体） 

区  分 歳入総額 歳出総額 歳入歳出 
差 引 額 

左  の  内  訳 
剰 余（黒字） 不 足（赤字） 

保険者数 金  額 保険者数 金  額 
令和 ３ 年度 283,217,472 276,699,594  6,517,878   26 6,517,878    0 0 
令和 ２ 年度 282,468,643 275,452,316  7,016,327   26 7,016,327   0 0 
令和 元 年度 294,847,542 290,841,857  4,005,686    27 4,005,686    0 0 

 

(1) 被保険者の資格の適用 

国民健康保険は、国民皆保険の下に市町及び国民健康保険組合が保険者となって、各種被用者保険

に加入していない自営業者等を対象として必要な給付を行っている。（平成 30 年４月から県も保険者

となっている。） 
第３表 国民健康保険の適用状況 

                                        （単位 団体、世帯、人） 

区  分 
保  険  者  数 

世  帯  数 被 保 険 者 数 
市 町 組  合 計 

令和 ３ 年度   23    3    26 364,246 547,357 
令和 ２ 年度   23    3    26 372,258 565,800 
令和 元 年度     23       4       27 375,746 577,027 

    （注）年度末現在の数値による。 
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(2) 保険給付 

    被保険者の疾病及び負傷に関して療養の給付（義務教育就学前８割、義務教育就学後 70歳未満７割、

70 歳以上 75 歳未満８割〔現役並み所得者７割〕）及び被保険者の出産、死亡等に関して出産育児一時

金（404,000 円〔産科医療保障制度加入時：420,000 円〕）、葬祭費（30,000 円）等を支給している。 

（注）出産育児一時金について、令和５年度以降は、488,000 円（産科医療保障制度加入時：500,000 円） 

 
第４表 保険給付の状況 

 
                                           （単位 千円、％） 

区  分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

療 
養 
諸 
費 

療 養 の 給 付 費              236,065,270 225,936,415 229,462,805 
療 養 費              1,692,249 1,510,184 1,500,787 
小 計              237,757,519 227,446,599 230,963,592 
対 前 年 増 減 率  ▲1.1 ▲4.3 1.5 

負 担 区 分 
保険者負担       174,746,505 167,413,292 170,318,339 
被保険者負担 54,746,505 52,556,512 52,979,857 
その他の負担 8,213,523 7,476,795 7,665,396 

高額療養費・高額介護合算療養費 23,841,884 23,979,172 24,126,344 
そ保 
の険 
他給 
の付 

出 産 育 児 一 時 金              757,046 711,509 686,513 
葬 祭 費              110,640 107,440 109,520 
傷 病 手 当 金 等              48,594 47,856 59,885 
小 計              916,280 866,805 855,918 

    

 
第５表 医療給付に関する諸率の状況 

                                          （単位 件、日、円） 
区  分 受 診 率 1 件当たり日数 1日当たり費用額 1人当たり医療費 

令和３年度 
広島県 1,122.26 1.94 14,911 410,946 
全 国 1,047.45 1.84 15,379 377,253 

令和２年度 
広島県 1,073.90 1.97 14,735 395,709 
全 国 984.48 1.87 15,075 354,393 

令和元年度 
広島県 1,158.24 1.98 13,859 402,631 
全 国 1,068.95 1.88 14,234 362,755 

   （注）1 受診率は、「療養の給付」の件数（薬剤支給の件数を除く。）を年間平均被保険者数で除し、100 倍した数値 
     であり、被保険者 100 人当たりの年間受診回数を表している。 
   （注）2 市町村分は 3月～2月診療分により、組合分は 4月～3月診療分により算出している。 
   （注）3 全国の数値は国民健康保険事業年報から引用。 

 

(3) 保険料（税）の収納 

保険者のうち市町では、保険料又は保険税のいずれかを選択（国民健康保険組合は保険料に限る。）

することができ、本県では、広島市、呉市、尾道市、大竹市が保険料、その他の市町は保険税を採用し

ている。 

保険料（税）は、健全財政を確保するため、医療費に見合う額を賦課するよう指導しているが、被保

険者に低所得者や無職者が多いため、医療費に見合う保険料（税）の確保は困難な状況がある。 

賦課方式は、第６表のとおり、ほとんどの保険者が所得割、資産割、被保険者均等割及び世帯別平

等割を賦課する方式を採用している。 

令和３年度の１世帯当たり保険料（税）調定額は、第７表のとおり 141,544 円となっており、前年

度に比べて 4,878 円、3.3％の減少となった。 

なお、市町国保における低所得世帯に対しては、第８表のとおり保険料（税）の軽減の措置が講じら

れており、令和４年度においては、全世帯の 59.0％が軽減対象世帯である。 
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第６表 賦課方法別市町数 
   （医療分・後期分・介護分）                             （単位 市町） 

区  分 所得割・資産割 
均等割・平等割 

所  得  割 
均等割・平等割 計 

保  険  税               9                  10                 19 
保  険  料                  0                 4                  4 

計                9                 14                 23 
構 成 比（％）              39.1 60.9              100.0 

     （注）令和３年４月１日現在の数値による。 
  

第７表 保険料（税）の収納状況 
（単位 千円、％、円） 

区  分 
保険料（税）額（現年度分） １世帯当たり調定額 

調 定 額 収 納 額 収 納 率 
広島県（全国） 

金  額 対前年増加率 
広 島 県 全  国 広 島 県 全  国 

令和３年度 49,560,018 46,733,699 94.30(94.24) 141,544 146,899 ▲3.3 ▲0.5 
令和２年度 51,911,888 48,699,847 93.81(93.69) 146,422 147,593 ▲0.4 ▲1.4 
令和元年度 52,969,600 49,475,152 93.41(92.92) 146,986 149,623 ▲0.4  0.002 

（注）収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。 
（注）なお、全国の数値は国民健康保険事業年報から引用。 

    
第８表 低所得世帯に対する保険料（税）軽減措置実施状況 

 
（医療分）                                            （単位 世帯、％、人、千円） 

区  分 
7 割 軽 減 5 割 軽 減 2 割 軽 減 

世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 
実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 

令和４年度 106,070 30.4 134,105 25.9 56,899 16.3 95,196 18.4 42,780 12.3 72,735 14.1 
令和３年度 107,714 30.3 136,537 25.6 58,305 16.4 98,462 18.5 44,418 12.5 76,697 14.4 
令和２年度 105,030 29.3 133,525 24.6 58,621 16.4 99,388 18.3 45,473 12.7 79,150 14.6 

区  分 
計  

世  帯  数 被保険者数 
軽 減 額 

実 数 割合 実 数 割合 
令和４年度 205,749 59.0 302,036 58.4 6,149,271（6,149,271） 
令和３年度 210,437 59.2 311,696 58.5 6,365,022（6,365,022） 
令和２年度 209,124 58.3 312,063 57.5 6,516,934（6,516,934） 
  

 
（後期分）                                            （単位 世帯、％、人、千円） 

区  分 
7 割 軽 減 5 割 軽 減 2 割 軽 減 

世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 
実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 

令和４年度 106,070 30.4 134,105 25.9 56,899 16.3 95,196 18.4 42,780 12.3 72,735 14.1 
令和３年度 107,714 30.3 136,537 25.6 58,305 16.4 98,462 18.5 44,418 12.5 76,697 14.4 
令和２年度 105,030 29.3 133,525 24.6 58,621 16.4 99,388 18.3 45,473 12.7 79,150 14.6 

区  分 
計  

世  帯  数 被保険者数 
軽 減 額 

実 数 割合 実 数 割合 
令和４年度 205,749 59.0 302,036 58.4 2,168,011（2,168,011） 
令和３年度 210,437 59.2 311,696 58.5 2,194,389（2,194,389） 
令和２年度 209,124 58.3 312,063 57.5 2,104,532（2,104,532） 
 

 
（介護分）                                            （単位 世帯、％、人、千円） 

区  分 
7 割 軽 減 5 割 軽 減 2 割 軽 減 

世  帯  数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 
実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 実 数 割合 

令和４年度 43,272 32.6 46,615 30.6 18,256 13.7 21,545 14.1 13,119 9.9 15,655 10.3 
令和３年度 43,060 31.9 46,382 29.9 18,530 13.7 21,882 14.1 14,006 10.4 16,769 10.8 
令和２年度 40,669 29.8 43,704 27.7 19,118 14.0 22,537 14.3 14,943 10.9 17,991 11.4 

区  分 
計  

世  帯  数 被保険者数 
軽 減 額 

実 数 割合 実 数 割合 
令和４年度 74,706 56.2 83,815 55.0 638,647（638,647） 
令和３年度 75,596 56.0 85,033 54.8 626,781（626,781） 
令和２年度 74,730 54.7 84,232 53.3 649,936（649,936） 
（注）1 市町国保（全被保険者分）のみの数値である。 
（注）2 軽減額の（  ）は、退職被保険者分を除いた数値である。 
（注）3 世帯数及び被保険者数は、4月 1日現在の数値による。 
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(4) 国庫補助の状況 

    保険料（税）とともに国保財政の主な財源となっているのは国庫支出金であり、令和２年度歳入総

額に対する割合は 26.3％である。 
 

第９表 国庫支出金の状況 
                                              （単位 千円） 

区  分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
療 養 給 付 費 等 負 担 金 46,813,958 47,184,688 44,127,821 
高 額 医 療 費 負 担 金 1,771,650 1,882,949 1,866,513 
特別高額医療費共同事業負担金 107,422 98,125 91,021 
特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 278,066 289,347 285,212 
普 通 調 整 交 付 金 15,059,529 14,750,179 14,353,425 
特 別 調 整 交 付 金 4,219,710 3,422,835 2,885,310 
保険者努力支援制度交付金 2,112,239 2,933,024 2,917,502 
財 政 安 定 化 基 金 補 助 金 － 78 － 

計 70,362,574 70,561,225 66,526,804 

 

(5) 保険者の実地指導等 

    国民健康保険事業の適正な運営を図るため、保険者の実地指導等を随時行い、事業運営の健全化に

努める。 
 
              第 10 表 保険者等の実地指導の状況 
                                    （単位 団体） 

区  分 一 般 指 導 特 別 指 導 
令和４年度 6 0 
令和３年度 5 0 
令和２年度 7 1 

               
              第 11 表 国民健康保険直営診療施設の決算状況 

ア 病院                                      （単位 会計、千円） 

区  分 会計数 
損 益 の 状 況 

未処理 
欠損金 

不 良 
債務額 

未処理 
利 益 
剰余金 会計数 当年度 

純利益 会計数 当年度 
純損失 

令和３年度 8 7 1,343,208 1 52,017 令和３年度 8 7 
令和２年度 8 6 833,579 2 113,462 令和２年度 8 6 
令和元年度 8 4 209,975 4 196,274 令和元年度 8 4 

 

イ 診療所                               （単位 会計、千円） 

区  分 会 計 数 
黒  字 赤  字 

会 計 数 黒 字 額 会 計 数 赤 字 額 
令和３年度 14 12 71,180 2 11,699 
令和２年度 14 12 68,234 2 13,402 
令和元年度 14 12 69,904 2 14,811 
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(6) 保険医療機関等の指導監査 

    各種医療保険における療養の給付を取扱う保険医療機関等について、保険診療の適正化を期すため、

医療担当者を対象とした個別指導及び集団指導並びに保険医療機関等に対する指導監査を中国四国厚

生局と連携して実施する。 

 
第 12表 令和４年度保険医療機関等指導監査件数及び返還金処理状況 

（単位 機関、円） 

区  分 
機 関 数 

返還金額 説  明 
監 査 個別指導 集団指導 

医       科 2 55 754 121,940,990 

国民健康保険法、高齢者の医
療の確保に関する法律、生活
保護法の医療に関するもの
など 

歯       科 1 37 391 4,416,043 
薬       局 1 46 304 2,719,510 
訪 問 看 護 0 1 35 0 
柔 道 整 復 0 0 40 0 
鍼灸・ﾏｯｻｰｼﾞ 0 0 45 0 

計 4 139 1,569 129,076,543 

 

 (7) 国保事業等の推進（予算額 7,775 千円） 

適正かつ安定的な国保事業等の運営が図られるよう、保険者に対する助言・指導を行う。（昭和 63年

度創設） 

 

(8) 国民健康保険事業状況データ作成（予算額 2,726 千円） 

事業状況等のデータ作成業務を広島県国民健康保険団体連合会に委託して実施する。（昭和 63 年度

創設） 

 

(9) 市町国保財政助成事業（予算額 8,615,558 千円） 

市町に対し、保険基盤安定制度（昭和 63年度創設）及び未就学児均等割保険料軽減措置（令和４年

度創設）に対する助成を行う。 

 
第 13表 市町国保財政助成事業の状況 

（単位 千円） 

事 業 名 内  容 令和３年度 令和４年度 令和５年度
（予定） 

保険基盤安定負担金 負担割合 

（保険料（税）軽減分） 
県 3/4、市町 1/4 

（保険者支援分） 
国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

（未就学児均等割保険料軽減分） 
国 1/2、県 1/4、市町 1/4 

8,117,307 7,912,184 8,615,558 

（注）広島市、福山市を含む。 
 

(10)  国民健康保険事業費特別会計繰出金事業（予算額 14,239,570 千円） 

平成 30 年度から、県が国民健康保険の保険者として財政運営の責任主体となったことに伴い設

置・運営している特別会計に対し、一般会計から県が負担する費用分の繰り出しを行う。（平成 30年

度創設） 
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第 14 表 国民健康保険事業費特別会計繰出金事業の状況 
                                （単位：千円） 

 内 容 負担割合 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
（予定） 

高額医療費  
負担金繰入金 

市町国保のレセプト 1 件当たり
80 万円を超過する医療費の一定
割合を負担 

国 ：1/4 
県 ：1/4 
市町：1/2 

1,866,513 1,836,898 1,959,738 

都道府県繰入金 市町国保給付費等の９％を負担 国 ：41/100 
県 ： 9/100 11,812,325 11,896,999 11,953,400 

特 定 健 康 診 査 等
負担金繰入金 

市町国保が実施する特定健康診
査・特定保健指導に要する経費の
一部を負担 

国 ：1/3 
県 ：1/3 
市町：1/3 

285,212 283,190 321,374 

その他繰入金 保険者事務に係る総務費、運営協
議会費等の経費を負担 県：10/10 3,800 1,566 5,058 

（注）広島市、福山市を含む。 

 

(11) 広島県国民健康保険審査会の運営（予算額 240 千円） 

市町等が行った行政処分に対する審査請求の審理・裁決を行う第三者機関として設置している広島

県国民健康保険審査会を運営する。 
第 15表 審査請求の状況 

                               （単位 件） 

年  度 裁決件数 審  理  結  果 

令和 4年度 1 （却下）1件 

令和 3年度 2 （棄却）2件 

令和 2年度 0 ― 

 

(12) 国民健康保険事業費特別会計（予算額 229,859,983 千円） 

平成 30 年度から、県が国民健康保険の保険者として財政運営の責任主体となったことに伴い、

国民健康保険法第 10 条に基づき、特別会計を設置・運営する。（平成 30年度創設） 

 

２ 後期高齢者医療制度 

平成 20 年度から 75 歳以上の高齢者（65 歳～74 歳の一定程度の障害のある者を含む。）を対象とした

新たな医療保険制度が開始された。 

この制度は、全ての市町が参加する後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定、医    

療の給付等を行う。 

(1) 後期高齢者医療に係る医療給付費の負担（予算額 35,652,829 千円） 

   高齢者の健康保持と適切な医療の確保を図るため、後期高齢者医療広域連合が実施する法による医

療等に要する費用（一定以上所得者に係る医療等に要する費用を除く。）の一部（12分の 1）を負担す

る。（平成 20 年度創設） 

ア 対象者 

      75 歳以上の人及び 65歳以上 75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人 

    イ 医療費の自己負担割合 

      一般の人は１割、一定以上の所得のある人は３割または２割 

    ウ 保険料 

      令和５年度の年間保険料は、均等割額（被保険者全員が均等に負担）45,840 円と所得割額（（総所

得金額等－基礎控除）×所得割率 8.67％）の合計となる。 

なお、所得の低い人は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減される。 
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第 16 表 後期高齢者医療県負担金給付状況 
(単位 人、千円) 

区  分 受 給 者 数 
(A) 

後 期 高 齢 者 
医 療 給 付 費 

 (B) 

(B) の う ち 
県 費 負 担 額 

1人当たり給付費 
(B)／(A)円 

令和５年度(予定) 436,154 427,833,942 35,652,829 980,925 
令和４年度 447,190 428,906,035 34,049,708 959,114 
令和３年度 431,090 410,448,573 33,742,317 952,118 

  

(2) 後期高齢者医療助成事業（予算額 8,601,410 千円） 

    後期高齢者広域連合の財政安定化を図るため、第 17表のとおり事業を実施する。（平成 20 年度創 

設） 
第 17 表 後期高齢者医療助成状況 

(単位 千円) 

区  分 事 業 内 容 負担割合 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
（予定） 

保険基盤安定負担金 低所得世帯等の保険料（均等割）の
軽減措置分を補填 

県 ：3/4 
市町：1/4 5,604,286 5,753,958 5,971,723 

高額医療費 
負 担 金 

高額な医療費による広域連合の財政
リスクを緩和するため、レセプト 1
件当たり 80 万円を超過する医療費
の一定割合を補填 

国 ：1/4 
県 ：1/4 
広域連合：1/2 

2,103,125 2,342,112 2,629,606 

財政安定化 
基金繰入金 

広域連合の財政不足等に対する貸付
又は交付を行うため、県に「財政安
定化基金」を設置 

国 ：1/3 
県 ：1/3 
広域連合：1/3 

401 401 81 

財政安定化 
基 金 取 崩 

後期高齢者保険料の軽減を図るた
め、保険料収納額の減等による財源
不足に対し、基金を取り崩し、広域
連合に交付 

県：10/10 0  0  0 

 

(3) 後期高齢者医療財政安定化基金の運営（令和４年度末基金額 4,009,673 千円） 

後期高齢者医療広域連合の財政の安定化を図るため、給付の見込み誤りや保険料の未納による財源

不足等に対し、県に設置している後期高齢者医療財政安定化基金から、貸付け又は交付を行う。（平成

20 年度創設） 
第 18表 後期高齢者医療財政安定化基金の運営状況 

（単位 千円） 
区  分 積 立 額 貸付・交付額 摘  要 
令和４年度 401 0 負担割合 国 1／3、県 1／3、 

     広域連合 1／3 
（積立額は運用益のみ） 

令和３年度 401 0 
令和２年度 603 0 

 

(4) 広島県後期高齢者医療審査会の運営（予算額 242 千円）  

広島県後期高齢者医療広域連合及び市町が行った行政処分に対する審査請求の審理・裁決を行う第

三者機関として設置している広島県後期高齢者医療審査会を運営する。 
 

第 19表 審査請求の状況 
                              （単位 件） 

年  度 裁決件数 審  理  結  果 

令和４年度 1 （却下）1件 
令和３年度 0  
令和２年度 4 （棄却）3件、（却下）1件 
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３ 医療費適正化の推進 

本県における医療費の適正化を図るため、「第 3期広島県医療費適正化計画」（計画期間：平成 30 年度

～令和５年度）に基づき、「県民の健康づくりに向けた取組」及び「適正受診の推進」等の施策を計画的

に推進する。 

(1) 医療費適正化計画検討委員会の開催等（予算額 8,770 千円）  

平成 29 年度に策定した「第３期広島県医療費適正化計画」（計画期間：平成 30 年度～令和５年度）

について、施策の取組状況や目標値の進捗状況の検証などの進行管理及び次期計画の策定を行う。 

 

(2) レセプト点検指導の実施（予算額 2,322 千円） 

レセプト点検調査事務の充実に取り組むため、市町の実地指導を行う。また、市町のレセプト点検

員等を対象とした研修会を実施する。 
 

第 20表 令和４年度国民健康保険レセプト点検の実施状況  
区  分 内  容 

実 地 指 導 4市町 

 

第 21 表 令和４年度研修会実施状況 
 

区  分 内  容 回  数 

レセプト点検員研修 レセプト点検の事例研究等について 3回 

 

(3)  後発医薬品使用促進事業（予算額 9,511 千円）  

後発医薬品の使用促進が図られるよう、普及啓発活動を行う。（平成 30 年度創設） 

 

 

 


